
 

会  議  録 
 

会議の名称 令和３年度第１回守谷市文化財保護審議会 

開催日時 
令和３年５月１２日（水） 

開会：１０時００分   閉会：１１時００分 

開催場所 守谷市役所 ３階 庁議室 

事務局（担当課） 教育委員会 生涯学習課 

出 

席 

者 

委 員 
横張会長，根本委員，鈴木委員，牧委員，松本委員，大原委員，  

徳田委員，増記委員  

その他  

事務局  福島課長，倉持係長，石塚主事，小野寺主事 

公開・非公開 

の状況 
■公開  □一部非公開   傍聴者数 ３人 

公開不可の場合

はその理由 
  

会 議 次 第 

１ 開会のことば 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）令和３年度の活動について 

①祐天上人座像の鑑定について 

②自主研修について 
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審  議  経  過 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ（横張会長） 

   

３ 議題 

（１）令和３年度の活動について 

 ①祐天上人座像の調査について 

 調査の現状について事務局より説明した。（会議資料参照） 

  

・牧委員から祐天上人の略歴についての質問があった。まず，事務局から雲天寺

が知恩院を総本山とすること，開創は天正３年と説明した。その後，大原委員

から祐天上人は江戸時代に怨霊を鎮め活躍した人物であり，東京都目黒区の祐

天寺に墓があるという補足があった。 

 

・横張会長から調査のスケジュールについての質問があった。事務局から年内に

実施予定であることを回答した。 

 

賛成が過半数を超えたため，祐天上人座像の調査を行うことが決定した。 

  

 ②自主研修（視察）について 

 ・大原委員から流山市の一茶双樹記念館と桜川市の椎尾山薬王院の２ケ所が候補

地として挙がった。 

 

・横張会長からコロナウイルスが落ち着いた後，２回に分けての研修が提案され

た。事務局からは施設側の都合を確認することを伝えた。 

 

（２）その他 

 特になし。 

 

４ 報告事項 

（１）寄託資料の誤廃棄 

事務局から事案の詳細について報告を行った。（会議資料参照） 

  

・松本委員から再発防止の具体的な対策について質問があった。事務局から管理

している資料をまとめた台帳を施設ごとに作成する予定であることを回答し

た。 



 

 ・松本委員から一目見て資料の重要度がわかるように番号や記号を付けて管理す

るべきではないかという意見があった。 

  

・増記委員から誤廃棄された俳額は価値の高いものであり，県に調査をしてもら

うべきであったという意見があった。 

 

・増記委員から今後整理作業を行う際には，委員に報告した上で専門家に立ち会

ってもらうべきだと提案された。事務局からは文化財の整理については他自治

体の例も参考にしていくことを回答した。 

 

・徳田委員から文字資料は残っているのか質問があった。事務局から俳額の内容

を書き写した資料が残っているということを回答した。これに対して大原委員

から，守谷の歴史に残る貴重な資料であったため，後世に継承する意味でも復

元を試みるべきということが提案された。 

 

・松本委員から台帳の作成後，委員にも配布することが提案された。 

 

・横張会長から椎名家と斎藤家の古文書の状況について質問があった。事務局か

ら椎名家の古文書は守谷市観光協会が解読作業を行うため預かっており，斎藤

家の古文書はまだ預かっていないことを回答した。 

  

・鈴木委員から市に資料館が設置されるべきであるということと，委員側からも

俳額を市の指定文化財に推薦すべきであったという意見があった。文化財マッ

プには未指定文化財を含めて掲載し，充実を図ることが提案された。 

  

・増記委員から文化財に関する予算の枠決めが毎年定まっているが，予算の捻出

をどのように行うのかという質問があった。事務局からは予算決定前の時期に

審議会を行い，予算編成に関する意見をいただくとともに，予算計上項目の優

先順序まで決定することを提案した。 

  

・横張会長から台帳の作成時は随時連絡を行うことが提案された。事務局から作

成に当たっては，時間がかかる作業であるため，作業の節目で進捗状況を報告

する旨を説明し，了承を得た。 

  

（２）文化財説明看板の清掃及び修復について 

 現地確認を行った結果，修復や清掃が必要な看板があったため対応する予定であ

ることを報告した。 

 



・大原委員より指定文化財以外のものの説明看板はないのかと市民から問い合わ

せを受けたことがあるという意見があった。事務局から，設置には所有者の意

見も聞く必要があるため，予算と併せて検討する旨を伝えた。 

 

・根本委員から文化財の説明看板などを目立ちすぎる場所に設置するといたずら

や盗難につながる可能性もあることが指摘された。 

 

５ 閉会のことば 

 


